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循環器病に係る統計
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我が国の死亡原因における循環器病の割合

出典：人口動態統計(1947～2019年(確定数))

 心疾患及び脳血管疾患は、我が国における主な死亡原因である。
 2019(令和元)年の人口動態統計(確定数)によると、心疾患は死亡原因の第２位、脳血管

疾患は第４位であり、両者を合わせた循環器病は、悪性新生物(がん)に次ぐ死亡原因で
ある。

2019(令和元)年の死亡原因内訳(%)
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我が国の年齢調整死亡率の推移（主な死因別）

 2018年の年齢調整死亡率（人口10万人対）は、脳血管疾患では、男性34.2/女性18.8 
であり、心疾患では、男性63/女性32.3であり、男女ともに減少傾向にある。

出典：人口動態統計(1947～2018年(確定数)) 4



我が国の介護が必要となった主な原因の構成割合

出典：2019(令和元)年国民生活基礎調査

※要支援および要介護者に占める割合
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＜その他の内訳＞

 脳血管疾患が16.1%、心疾患が4.5%であり、両者を合わせた循環器病は20.6%と、介
護が必要となった原因に占める割合は多い。
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我が国の傷病分類別医科診療医療費(上位５位)

※傷病分類はICD-10 2013年版に準拠した分類による。

出典：平成30年度版国民医療費の概況

医科診療医療費の構成割合

循環器系の疾患の医療費の内訳

 平成30年度傷病分類別医科診療医療費は、31兆3251億円。
 そのうち、循環器系の疾患(循環器病)が占める割合は、6兆596億円(19.3%)と最多。
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疾患 医療費

循環器系の疾患 6兆596億円

高血圧性疾患 1兆7481億円

心疾患(高血圧性のものを除く) 2兆463億円

虚血性心疾患 7165億円

脳血管疾患 1兆8019億円
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○平均寿命:厚生労働省「平成22年完全生命表」
「平成25年/平成28年/令和元年簡易生命表」

○健康寿命:厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年/令和元年簡易生命表」
厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年/令和元年人口動態統計」
厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年/令和元年国民生活基礎調査」※
総務省「平成22年/平成25年/平成28年/令和元年推計人口」より算出
※平成28年（2016）調査では熊本県は震災の影響で調査なし。

※厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」
「健康日本21（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」（研究代表者辻一郎）において算出
■健康日本21（第二次）の目標：平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（令和４年度）
■健康寿命延伸プランの目標：健康寿命を男女ともに３年以上延伸し（2016年比）、75歳以上とする（2040年）

○平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加

○都道府県格差※の縮小
※日常生活に制限のない期間の平均の都道府県格差
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健康寿命の推移 第16回 健康日本21（第二次）推進専門委員会

（令和３年12月20日）資料３ー１より抜粋

一部改訂



健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病
その他の循環器病に係る対策に関する基本法

循環器病対策推進基本計画
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Ⅰ 基本理念

• 循環器病の予防、循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国
民の理解と関心を深めること

• 循環器病患者等に対する保健、医療(リハビリテーションを含む)、福祉に係るサービスの提供が、その
居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること

• 循環器病に関する研究の推進を図るとともに、技術の向上の研究等の成果を提供し、その成果を活用し
て商品等が開発され、提供されるようにすること

Ⅱ 法制上の措置

• 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。

Ⅲ 循環器病対策推進基本計画の策定等

• 政府は「循環器病対策推進協議会」を設置し「循環器病対策推進基本計画」を策定。少なくとも6年ご
とに変更を行う。都道府県は「都道府県循環器病対策推進協議会」を設置するよう努め、「都道府県循
環器病対策推進計画」を策定。少なくとも６年ごとに変更を行うよう努める。 など

Ⅳ 基本的施策

• ①循環器病の予防等の推進、②循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整
備、③医療機関の整備、④循環器病患者等の生活の質の維持向上、⑤保健、医療及び福祉に係る関係機関
の連携協力体制の整備、⑥保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成、⑦情報の収集提供体制の整備、
⑧研究の促進 など

脳卒中、心臓病その他の循環器病が、国民の疾病による死亡・介護の主要な原因になっている現状に鑑み、
循環器病予防等に取り組むことで、国民の健康寿命の延伸を図り、医療・介護の負担軽減に資する。

趣旨

概要

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る

対策に関する基本法 (循環器病対策基本法) 概要
平成30年12月14日公布、令和元年12月１日施行
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○ 循環器病の病態解明や予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法に資する研究開発
► 基礎研究から診断法・治療法等の開発に資する実用化に向けた研究までを産学連携や医工連携を図りつつ推進
► 根拠に基づく政策立案のための研究の推進

循環器病対策推進基本計画 概要

予防
(一次予防、二次予防、三次予防)

急性期 回復期～慢性期

再発・合併症・重症化予防

＜循環器病※の特徴と対策＞

○ 循環器病の発症予防及び重症化予防、子どもの頃からの国民への循環器病に関する知識(予防や発症早期の対応等)の普及啓発

① 循環器病を予防する健診の普及や取組の推進 ► 特定健康診査・特定保健指導等の普及や実施率向上に向けた取組を推進

② 救急搬送体制の整備 ► 救急現場から医療機関に、より迅速かつ適切に搬送可能な体制の構築

③ 救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築 ► 地域の実情に応じた医療提供体制構築

④ 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援 ► 多職種連携し医療、介護、福祉を提供する地域包括ケアシステム構築の推進

⑤ リハビリテーション等の取組 ► 急性期～回復期、維持期・生活期等の状態や疾患に応じて提供する等の推進

⑥ 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 ► 科学的根拠に基づく正しい情報提供、患者が相談できる総合的な取組

⑦ 循環器病の緩和ケア ► 多職種連携・地域連携の下、適切な緩和ケアを治療の初期段階から推進

⑧ 循環器病の後遺症を有する者に対する支援 ► 手足の麻痺・失語症・てんかん・高次脳機能障害等の後遺症に対し支援体制整備

⑨ 治療と仕事の両立支援・就労支援 ► 患者の状況に応じた治療と仕事の両立支援、就労支援等の取組を推進

⑩ 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策 ► 小児期から成人期にかけて必要な医療を切れ目なく行える体制を整備

２．保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実

【基盤】循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備 ► 循環器病の診療情報を収集・活用する公的な枠組み構築

個別施策

３．循環器病の研究推進

健
康
寿
命
の
延
伸
・
年
齢
調
整
死
亡
率
の
減
少

「１. 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発」「２. 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」
「３. 循環器病の研究推進」に取り組むことにより、2040年までに3年以上の健康寿命の延伸、年齢調整死亡
率の減少を目指して、予防や医療、福祉サービスまで幅広い循環器病対策を総合的に推進する。

全体目標

１．循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

（3年間：2020年度～2022年度）

○ 関係者等の有機的連携・協力の更なる強化、都道府県による計画の策定、基本計画の評価・見直し 等

循環器病対策の総合的かつ計画的な推進

※脳卒中・心臓病その他の循環器病
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研究
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栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康等の生活習慣や健診・保健指導から、生活習慣病の病態解明や治療法の確立、生活習慣病
を有する者の生活の質の維持・向上等まで幅広い課題に対して、その研究成果を施策に反映している。

本研究事業では、研究内容を大きく３分野に分けている。
○ 「健康づくり分野（健康寿命の延伸と健康格差の縮小、栄養・身体活動等の生活習慣の改善、健康づくりのための社会環境整備等に関する研究）」において、個人の生
活習慣の改善や社会環境の整備等による健康寿命の延伸に資する政策の評価検討や、その政策の根拠となるエビデンスの創出を目指す。

○ 「健診・保健指導分野（健診や保健指導に関する研究）」においては、効果的、効率的な健診や保健指導の実施（質の向上、提供体制の検討、結果の有効利用等）を目
指す。

○ 「生活習慣病管理分野（脳卒中を含む循環器疾患や糖尿病等の対策に関する研究）」では、生活習慣病の病態解明や治療法の確立、治療の均てん化、生活習慣病を
有する者の生活の質の維持・向上等を目指す。
この３分野の生活習慣病にかかる研究を着実に推進し、健康日本２１（第二次）などで掲げられている健康寿命の延伸や健康格差の縮小、生活習慣病にかかる各目標を
実現するとともに、次期健康づくりプラン立案のためのエビデンスを蓄積する。また、循環器病については、循環器病対策基本法に基づき策定された循環器病対策推進基
本計画に基づき研究を実施する。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

事業概要（背景・目的）

「健康づくり分野」
【継続】「現代の社会生活に応じた適切な睡眠・休養取得のための行動変容促進ツールの作成及び環境整備のための研究」では、次期国民健康づくり運動（令和４年度策定

予定）の休養・睡眠対策の検討に向けた資料の作成や、睡眠指針の改定に向けた材料の創出が求められる。
【新規】「国民の健康づくり運動の推進に向けた健康教育や健康相談事業の実施状況把握とその推進のための研究」
「健診、保健指導分野」
【継続】「新しい生活様式における適切な健診実施と受診に向けた研究」では、新たな技術を活用した血液検査など負荷の低い健診に向けた健診内容の見直しや簡素化等に

関するエビデンスを収集し、実行可能性のある健診方法の提案等により、次期(2024年度予定)「標準的な健診・保健指導プログラム」の改訂への反映を目標とする。
【新規】「特定健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証等のための研究」
「生活習慣病管理分野」
【継続】「循環器病対策推進基本計画に基づいた、都道府県の有用な目標指標の設定のための研究」では、令和２年10月に閣議決定された循環器病対策推進基本計画に基

づく各都道府県の計画内容を把握し、各自治体における施策及び指標を評価し、全国で統一的に使用可能な目標・指標を提案する。
【新規】「循環器病の再発・重症化リスク因子について、重み付けを明らかにする研究」

令和４年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和３年度予算額 596,160千円

• 「社会経済格差による生活習慣病課題への対応方策案に向けた社会福祉・疫学的研究に関する研究」においては、教育歴や所得等の社会経済的要因等を踏まえた食生
活、身体活動・運動、口腔、喫煙等の実態と課題を明確化した。（令和２年度）

• 「健康増進施設の現状把握と標準的な運動指導プログラムの開発および効果検証と普及促進」においては、「運動型健康増進施設」が提供している運動指導プログラム
の現状を把握し、調査結果と先行研究のレビュー結果を基に「健康増進施設」が提供すべき標準的な運動プログラムを開発して全施設に周知した。（令和元年度）

• 「喫煙、飲酒等生活習慣の実態把握及び生活習慣の改善に向けた研究」においては、未成年の喫煙や飲酒等の実態を調査し、健康日本２１（第二次）や「アルコール健康
障害対策推進基本計画」において目標値が定められている指標を算出した。（令和３年度）

• 「地域におけるかかりつけ医等を中心とした心不全の診療提供体制構築のための研究」においては、わが国における心不全の現状を把握し、「地域のかかりつけ医と多職
種のための心不全診療ガイドブック」を作成した。(令和２年度)

令和３年５月19日「厚生科学審議会（科学技術部会）」資料より引用改変
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令和４年度新規研究課題の具体的な研究内容等

「健診・保健指導分野」
（健診や保健指導に関する研究）

「生活習慣病管理分野」（脳卒中を含む循環器疾患や糖尿病等の対策に関する研究）

循環器疾患対策
に関する研究

糖尿病対策
に関する研究

その他
生活習慣病対策
に関する研究

保健指導のあり方
に関する研究等

健診のあり方に
関する研究 等

「健康日本21（第二次）」、「健康寿命延伸プラン」や「循環器病対策基本法」で掲げられている
健康寿命の延伸を目指すとともに、次期国民健康づくりプラン策定のためのエビデンスを蓄積する。

「健康づくり分野」（健康寿命の延伸と健康格差の縮小、栄養・身体活動等の生活習慣の改善、健康づくりのための社会環境整備等に関する研究）

栄養に
関する
研究 等

休養に
関する
研究 等

飲酒に
関する
研究 等

歯、口腔
に関する
研究 等

喫煙に
関する
研究 等

身体活動
に関する
研究 等

次世代・高齢者の健康
(こころの健康)に関する
研究等

【新規】循環器病の再発・重症化リスク因子について、重み付けを明らかにする研究
循環器病の再発・重症化に、年齢、男性、肥満、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸

血症、慢性腎臓病、喫煙などのうち、どの因子が強く関わっているのかを検討し、各リスク因子の循
環器病に対する寄与度を順位付けする。また、どのリスク因子に対して介入することが、費用対効
果に優れるものかについても検討する。

【新規】特定健康診査・保健指導における健診
項目等の必要性、妥当性の検証等のための研究
第４期特定健診等実施計画の策定に向けて、
健診項目や保健指導方法の等に関する科学的
な知見を収集する。

【新規】国民の健康づくり運動の推進に向けた健康教育や健康相談事業の実施状況把握とその推進のための研究
自治体等で行われている健康教育・健康相談の実態把握と課題の整理を行い、事業の見直しのための基礎資料を得るとともに、実施主体の支援のた
め、必要に応じて手法の開発や評価、普及等を行う。

令和３年５月19日「厚生科学審議会（科学技術部会）」資料より引用改変
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【ゲノム・データ基盤PJ】
・「血糖変動と心血管イベント発症の関連性を検討する前向き観察研究」(H31-R2）において、2型糖尿病患者の日内血糖変動をしっかりコント

ロールするにより血管硬化進展の抑制に繋がる可能性を示した。
＜アウトプット＞ IF５以上の論文掲載件数（令和２年度） 27件

【疾患基礎研究PJ】
・「糖尿病性腎症を調節するマイクロRNAの解析―バイオマーカー・新規遺伝子治療法開発―」（H29-31）、「エピゲノム情報を用いた糖尿病性腎
症に対する新規診断・治療法の開発」（H29-31）において、糖尿病性腎症の早期診断のためのバイオマーカー候補物を同定した。
・「DNA損傷応答・核形態の機械学習による心不全の予後・治療応答予測モデルの構築」（H31-R2）において、心不全患者の予後や治療応答性を
高精度で予測する手法を開発した。
＜アウトプット＞ IF５以上の論文掲載件数（令和２年度） 50件

本研究事業では、経済財政運営と改革の基本方針2020や健康日本21（第二次）、循環器病対策基本

法等で掲げられている「健康寿命の延伸」を目標に、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、
喫煙及び歯・口腔の健康等の生活習慣や健診・保健指導、さらには、生活習慣病の病態解明や治療法
の確立、生活習慣病患者の生活の質の維持・向上等、幅広いテーマを対象に、がん以外の生活習慣病
の新たな対策に直結する研究開発を「健康増進・生活習慣病発症予防分野」と「生活習慣病管理分野」
に整理し、推進している。

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業

事業概要（背景・目的）

栄養、運動、睡眠、たばこ等健康づくりの基礎要素について、ライフステージを意識した新たな知見の収集、生活習慣病発症
や重症化に関する病態解明やバイオマーカーの探索等の研究をすすめるとともに、新たに、生活習慣病対策を担う保健・医療
の現場におけるAIやICT等の新技術の導入等にかかる研究をすすめ、より効果的な生活習慣病対策をモダリティごとに開発す
る。
本年度は、医療分野研究開発推進計画（第2期）に従い、生活習慣病等の予防のための行動変容を促すデバイス・ソフトウェ
アの開発、個人に最適な糖尿病等の生活習慣病の重症化予防方法及び重症化後の予後改善、QOL向上等に資する研究開発、
AI等を利用した生活習慣病の発症を予防する新たな健康づくりの方法の確立、循環器病の病態解明や革新的な予防、診断、
治療、リハビリテーション等に関する方法に資する研究開発を推進する。

令和４年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

ＰＪ（モダリティ）区分 要求額

医薬品 0

医療機器・ヘルスケア 43,333

再生・細胞医療・遺伝子治療 0

ゲノム・データ基盤 477,388

疾患基礎研究 333,888

シーズ開発・研究基盤 0

計 854,609

令和３年７月21日「厚生科学審議会（科学技術部会）」
資料より引用改変
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具体的な研究内容等

他
事
業
と
の
連
携
・
協
力
・
情
報
共
有

・ガイドライン・政策への反映
・医薬品・医療器機開発やゲノム医療、再生医療等の事業への橋渡し

基礎研究から臨床研究、実用化までの一貫した研究開発

睡眠不足

不適切な
食生活 運動不足

喫煙

飲酒不適切な生活習慣

生活習慣病の発症

生活習慣病の重症化
QOLの低下

健康寿命の短縮

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業

分野１．健康増進・生活習慣病発症予防分野

生活習慣病の発症を予防する新たな健康づくり

の方法を確立する分野

分野２．生活習慣病管理分野

個人に最適な生活習慣病の重症化を予防する方

法および重症化後の予後改善、

ＱＯＬ向上等に資する方法を確立する分野

・健康日本21（第二次）・成長戦略2019
・健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る
対策に関する基本法（循環器病対策基本法）

健康寿命の延伸・医療の最適化
令和３年７月21日

厚生科学審議会（科学技術部会）
資料より引用
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分野１：健康増進・生活習慣病発症予防分野
生活習慣病の発症を予防する新た な健康づくりの

分野２：生活習慣病管理分野
個人に最適な生活習慣病の重症化を予防する方法およ
び重症化後の予後改善、ＱＯＬ向上等に資する方法を
確立する分野

予防 診断 治療 予後・QOL

ゲ
ノ
ム
・
デ
ー
タ

基
盤

疾
患
基
礎
研
究

医
療
機
器

・
ヘ
ル
ス
ケ
ア

継続 ３課題（R2～R4）※1

令和３年度公募 ６課題程度（R3～R5）※一部２次公募

継続 ２課題（R2～R4）

令和３年度新規課題 ５課題（R3～R5）

令和４年度公募 ８課題程度（R4～R6）

令和４年度公募 １０課題程度（R4～R6）

令和4年度公募 ２課題程度（R2～R6）

令和３年度公募 なし

具体的な研究内容等

IoT等の技術を利用
し、生活習慣に関

効果的に行動変容

とした 医療 機器等
を開発を目指す。

生活習慣、ゲノム情
報等のデータを集
積・統合することに
より生活習慣病の病
態解明や発症・重症
化予防に資するエビ
デンスを創出するた
めの研究を推進する。

病態生理学、生物
学などの基礎研究
や臨床研究からの
リバース・トラン
スレーショナル研
究を推進する。

継続課題 なし

継続 １０課題（R2～R4）※２

継続 ６課題（R2～R4） ※３

COVID関連継続 ２課題（R2～R4）

※１ 「日本人若年女性における血中ビタミンD濃度の実態調査及
びビタミンD欠乏判定のための予測モデル開発研究」

※３ 「空間的シングルセル解析によるHFpEFの病態解明」「力学
的刺激で活性化される心臓免疫シグナルの解明と治療応用」

※２ 「糖尿病性腎症の新規早期診断・予測判定マーカーの国際
開発」

令和３年７月21日
厚生科学審議会（科学技術部会）
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